
 

こうふグリーンラボ充実化プロジェクトにおける動画制作業務要求水準書 

 

１．件名 

  こうふグリーンラボ充実化プロジェクトにおける動画制作業務 

 

２．業務目的 

   こうふグリーンラボは、本市のゼロカーボン推進拠点として、水素をはじめとした再生可能な 

エネルギーの「普及啓発」及び「実証研究」という２つの機能を有しており、この２つの機能 

を効果的に活用する中で、日々進歩するテクノロジーや変わりゆく社会情勢に応じた、未来を 

担う人材の育成や、脱炭素化に向けた実証研究等の事業を先導的に展開している。 

   本業務は、こうふグリーンラボにおける、普及啓発のメインフィールドとなる展示コーナーの 

充実化プロジェクトの一環として、展示コーナー内を彩り来場者の胸がときめく動画を制作し、 

愛する故郷こうふの未来を地球温暖化から守るため、私たちが起こすべくアクションについて、 

来場者への理解促進を図るとともに、脱炭素型ライフスタイルへの転換を促すことを目的とす

る。 

 

３．履行期間 

  契約締結日から令和７年２月１７日（月） まで。 

 

４．本要求水準書の位置づけ 

   本要求水準書の位置付けは、受託者が実施すべき内容等について最低限度の基準を定めたも

のである。受託者決定後、プロポーザルの提案内容を踏まえて協議を行い、その結果業務内容を 

変更することがある。 

 

５．予算 

  １，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額含む。） 

 

６．投影場所等について 

  こうふグリーンラボ（甲府市上町６０１番地２・甲府市リサイクルプラザ内） 

  投影部分の写真は別紙１、詳細図面については別紙２ のとおり。 

 

７．業務内容 

   小学校高学年から中学生をメインターゲットとしながらも、親世代も含めた幅広い世代の来

場者に対し、動画を通じた地球温暖化への理解促進及び愛する故郷こうふの未来を温暖化から

守るために脱炭素型ライフスタイルへの行動変容を促進させる。 



 

   ときめく瞬間、ヒトはＷＯＷ ！となる。内容はもとより、それをいかにして来場者に伝える

かが本業務の最大の目的である。本業務においては、次に掲げるテーマに沿って２本の「胸がと

きめく動画」を制作すること。 

 

（１）動画の仕様等については、以下のとおりとする。 

 ①作成動画数：作成動画数：２本（１分３０秒～２分動画を各１本） 

 ②形式：ＭＰ４ 

 ③画質：フルＨＤ 

 ④アスペクト比：１６：９ 

 ⑤ナレーション・ＢＧＭ：ナレーションはなしとする。（字幕等で対応） 

             ＢＧＭは２本の動画の均衡を考慮した上で効果音を用いるのは可とする。 

 ⑥その他：完成までの過程において、本市や各関係者関係者の確認を受け、作成を進めること。 

 ⑦納品：作成した動画データについては、MP4 データと電磁的記録媒体（ＤＶＤプレーヤーにて

再生できるもの。）にて、以下のとおり甲府市へ納品すること。 

     ・ＭＰ４データ：１部 

     ・ＤＶＤ：１部 

     ・納品期限：令和７年２月１７日（月） 

 ⑧テーマ： 

・動画①：甲府市の自然環境の魅力を伝え、愛着を醸成することを狙う。 

・動画②：地球温暖化のメカニズム及びそれが引き起こす生活等への悪影響を学ぶことで、 

地球温暖化に対する問題意識や危機感を醸成する。 

 

８．成果物のデータについて  

   各業務において制作した素材や成果物のＰＤＦを含むデータ一式について、ＤＶＤ等の記録

媒体に格納し、本市へ提出すること。 

   なお、データ提出に使用する記録媒体は受託者が用意すること。 

 

９．打合せ・協議 

   本業務を円滑に実施するため、打合せ・協議は必要に応じ適時実施する。 

   なお、実施方法は対面またはオンラインとする。 

 

１０．資料の貸与 

   業務遂行にあたり必要となる資料（素材データ、建築図面等）のうち、存するものについては、 

市が準備貸与する。 

   なお、市から貸与する資料のうち、電子データが存するものについては原則として電子データ

で貸与するものとし、電子データが存しないものについては紙媒体で貸与する。 



 

１１．編集にあたっての留意事項 

   受託者は、次に掲げる点に留意し、編集作業を遂行すること。 

（１）幅広い世代の来場者が胸をときめかせるとともに、親しみやすく要旨が伝わりやすい構成を 

心がけること。 

（２）ＳＤＧｓ推進自治体である本市の方針を熟知し、だれもが理解しやすいデザイン等とすること。 

 

１２．著作権等の扱い 

（１）本契約による成果物について、イラストを除く著作権等一切の権利は、本市に帰属するもの 

とする。ただし、成果物に含まれる第三者が権利を有する著作物等（フリー素材著作物）の著作

権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。 

（２）本市は、成果物を使用するにあたり、受託者を表示することを要しないものとする。 

（３）本業務による成果物及び作成の途中で得た資料等について、本市の許可なく他に使用あるいは

公表してはならない。 

以上 


